
 
 

 

 

滋賀県流域治水推進審議会 

 第 1回重点地区における取組のあり方検討部会 

議事次第 

日時：令和 2年（2020 年）10月 1日（木）10:00 ～ 11:30  

場所：Web 会議および滋賀県庁北新館 5-B 会議室 

 

 

１. 開  会 

 

２. あいさつ 

 

３．「重点地区における取組のあり方検討部会」の委員について 

              

 （１）委員紹介 

 

 （２）部会長選出 

 

４． 議  事 

            

 （１）重点地区における取組のあり方に関する審議 【資料１】 

      

５.  閉  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

滋賀県流域治水推進審議会 重点地区における取組のあり方検討部会  

運営要領 

 

（部会の招集） 

第１条 部会長は、滋賀県流域治水推進審議会 重点地区における取組のあり方検討部会（以

下「部会」という。）を招集しようとするときは、あらかじめ期日、場所および議案を委員

に通知するものとする。 

 

（議事） 

第２条 部会長は、議長として、審議会の議事を整理する。 

 

（所掌事務） 

第３条 部会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 重点地区における安全な住まい方を早期に実現するための取組のあり方検討 

 

（部会委員） 

第４条 部会の委員は別表のとおりとする。 

 

（会議の公開） 

第５条 部会は公開とする。ただし、部会については、部会長が必要と認めたときは、非公

開とすることができる。 

 

（議決） 

第６条 部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

２ 部会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところ 

による。 

３ やむを得ない事由のため、部会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、書面をもって表決し、または他の代理人により表決を委任することができる。 

４ 前項の場合、第１項の適用については出席したものとみなす。 

 

（雑測） 

第６条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は部会長がそれぞれ別に定

める。 

 

  付 則 

 この要領は、令和 2年 9月 15 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 
 

別表 

滋賀県流域治水推進審議会 

重点地区における取組のあり方検討部会 名簿 

   五十音順（敬称略） 

氏     名 所属名・役職 

上田 理子 
しが不動産鑑定所 

滋賀県不動産鑑定士協会 

植平 朋行 
滋賀県弁護士会 

災害復興支援委員会 委員長 

北井 香 
まちづくりスポット大津 コーディネーター 

淡海の川づくりフォ-ラム実行委員会 委員長 

小浦 久子 
神戸芸術工科大学 

 環境デザイン学科 教授 

多々納 裕一 京都大学 防災研究所 副所長（教授） 

林 倫子 
関西大学 環境都市工学部 

 都市システム工学科  准教授 

山下 淳 関西学院大学 法学部 法律学科 教授 

 

 


